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NDB データを用いた二次医療圏単位での 

特定健診問診項目の指標作成：標準化該当比を用いて 

 

分担研究者 加藤 源太（京都大学医学部附属病院 准教授） 
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研究要旨 

【研究目的】 

2019 年に改訂された地域・職域連携推進ガイドラインでは、地域全体の健康課題を

把握し、地域・職域の関係者が同じ目標に向かって取り組んでいくために、匿名医

療情報等（NDB）をはじめとした医療データを活用することの重要性が指摘されて

いる。本研究は、こうした問題意識に基づき、NDB に収載されたデータから、地域・

職域連携における健康課題の把握や保健事業の展開等に活用できる客観的な指標の

同定を試みることを目的とするものである。 

【研究方法】 

分担研究者らがこれまでに実施してきた先行研究の知見に基づき、2014 年度、2015

年度実施分の NDB 特定健診データから、二次医療圏協議会での活用に耐えうるよ

う、問診項目のなかの 5 項目の質問事項に対し、二次医療圏単位での集計を行った。

集計結果の指標化に際しては、横山らによるこれまでの厚労科研の成果を踏まえ、

今回は標準化該当比による評価を試みた。 

【研究結果】 

NDB 特定健診データの 5 項目の質問に対し、対都道府県、及び対全国での二次医療

圏単位の標準化該当比を求めることができた。同一都道府県内においても、二次医

療圏ごとに標準化該当比に大きな幅がみられる結果となった。一方、両年度におい

て各質問項目への回答状況を比較した限りでは、都道府県内での各二次医療圏の標

準化該当比の序列に大きな変動を来たす事例はほとんど確認できなかった。標準化

該当比を活用し、NDB 特定健診データを用いて二次医療圏別の健康状況に関する指

標を導出することが可能であることが示された。 
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A. 研究目的  

 

従来、都道府県及び二次医療圏におい

ては地域・職域連携推進協議会が設置さ

れ、地域保健と職域保健の連携推進を検

討する場として機能してきたところでは

あるが、2019 年に改訂された地域・職

域連携推進ガイドラインでは、地域全体

の健康課題を把握し、地域・職域の関係

者が同じ目標に向かって取り組んでいく

ために、匿名医療情報等（NDB）をはじ

めとした医療データを活用することの重

要性が指摘されている 1。 

本研究は、こうした問題意識に基づ

き、NDB に収載されたデータから、地

域・職域連携における健康課題の把握や

保健事業の展開等に活用できる客観的な

指標の同定を試みることを目的とするも

のである。 

 

B. 研究方法 

 

（NDB データの活用） 

NDB はレセプト情報および特定健

診・特定保健指導情報を含む大規模医療

データであり、厚生労働省が 2009 年よ

り収集を開始しているデータベースであ

る。その悉皆性の高さから NDB は大き

な期待を集めるデータであるが、NDB

データ自体は大量の CSV データの蓄積

であり、そのデータをどう扱うかという

課題がつきまとう。加えて、地域保健・

職域保健の連携を活性化させうるための

情報を引き出すには、NDB の集計で得

られる結果をどう指標として成り立たせ

るか、という課題も存在している。分担

研究者においては、令和元年度厚生労働

科学特別研究事業「健康寿命の延伸に向

けた地域保健と職域保健の連携に資する

データ項目及び分析方法の明確化のため

の研究」（以後「令和元年度研究」とす

る）において、2014 年度分の NDB 特定

健診データの特定の質問票項目を二次医

療圏単位で指標化する試みを行った。今

回、上記研究を発展的に充実させるべ

く、その他の質問票項目についても

2014 年度および 2015 年度のデータを用

いて指標化することを行うものである。 

 

（「Z 値」から「標準化該当比」へ） 

令和元年度研究においては、分担研究

者であった横山によるこれまでの厚労科

研の成果を踏まえ、Z 値による評価を試

みた。Z 値とは平均が 0、標準偏差が 1

となるように変換した数値のことであ

る。算出に当たっては各都道府県におい

て年齢調整を行って該当割合を算出し、

指標としての使いやすさを考慮し、地域

間の際を明確に示すことを目的として Z

値を指標として活用した。 

ただし、都道府県内の議論においては

二次医療圏ごとの地域差が明確に示され

ることは好ましいが、一方で各都道府県

全体として、全国平均からみてどの程

度、健康指標において優れている／劣っ

ているのかについても、各都道府県にお

いては関心の高いところである。こうし

た背景を考慮し、今回の研究において

は、指標として「標準化該当比」を用い

ることとした。なお、標準化該当比を特
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定健診のデータ分析に活用する手法につ

いても、同様に横山による解説が公開さ

れている 2。 

 

（今回の対象とする調査項目） 

本研究では、以下 5 つの特定健診質問

票項目について、対都道府県、及び対全

国で、二次医療圏単位で標準化該当比の

算出を行った 3。 

 

・質問 8  

現在、たばこを習慣的に吸ってい

る。 （※「現在、習慣的に喫煙

している者」とは、「合計 100 本

以上、又は６ヶ月以上吸っている

者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っ

ている者） ①はい ②いいえ 

・質問 9 

20 歳の時の体重から 10ｋｇ以上

増加している。 ①はい ②いいえ  

・質問 10 

1 回 30 分以上の軽く汗をかく運

動を週２日以上、１年以上実施 

①はい ②いいえ 

・質問 11 

日常生活において歩行又は同等の

身体活動を 1 日 1 時間以上実施 

①はい ②いいえ  

・質問 12 

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩

く速度が速い。 ①はい ②いいえ 

 

 

（倫理面への配慮） 

NDB データの提供を受けるにあたっ

ては、「レセプト情報・特定健診等情報

の提供に関するガイドライン」を遵守し

た運用を明記した提供依頼申出を行い、

厚生労働省による承諾を得た。またデー

タ提供を受けるに際しては所属機関にお

ける倫理審査での承認が必要であるた

め、京都大学医の倫理委員会にて申請を

行い、承認を得た（R1119-2）。 

 

C. 研究結果 

 

（NDB データに基づく標準化該当比） 

対都道府県、及び対全国で、調査対象

とした質問票項目について、2014 年度

及び 2015 年度の NDB データから、二

次医療圏別の標準化該当比をグラフ化し

た。グラフ化においては、縦軸のゼロを

「標準化該当比-100」とし、基準集団に

おいて期待される該当者数よりも多いの

か、少ないのかのパーセントを値として

定めた。これにより、対都道府県のグラ

フでは、都道府県内の期待値よりもどの

程度該当者が多いのか／少ないのかを、

ゼロ値を上回るか／下回るか、で簡便に

確認することが可能となっている。ま

た、対全国のグラフでは、同様に全国水

準で見た期待値よりもどの程度該当者が

多いのか／少ないのかを、ゼロ値を上回

るか／下回るか、で簡便に確認すること

が可能となっている。結果は本報告末尾

の添付資料の如くである。 

令和元年度研究と同様に、各質問票項

目に対し、都道府県内でも二次医療圏単

位で得られた標準化該当比には大きな幅

がみられる結果となった。詳細は末尾の
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添付資料を参照されたい。 

 

D. 考察 

 

今回の研究では、調査対象とする質問

票項目を増やすとともに、対象年度を

2014 年度と 2015 年度の複数年とし、両

年度で標準化該当比の動向がどう変化し

たかを比較できるようにした。各質問票

項目において両年度の結果を比較した限

りでは、一部の例外（例：質問 8（喫

煙）における滋賀県湖西の女性や兵庫県

中播磨の女性、熊本県球磨の女性の上

昇、質問 11（1 日 1 時間以上の歩行等の

運動の実施）における神奈川県横須賀・

三浦の男性女性両方の上昇、質問 12（歩

く速度が速い）における熊本県菊池の男

性女性両方の上昇など）を除き、二次医

療圏単位の標準化該当比の序列が大きく

変わった事例は殆どみられなかった。こ

の結果から、今回取り上げた特定健診の

質問票項目の改善に直接影響が及ぶよう

な行動変容は、少なくとも 2014 年度か

ら 2015 年度にかけての二次医療圏単位

では目立った動きは生じていなかった、

と結論付けることもできよう。 

令和元年度研究では Z 値を指標として

採用したが、その計算にあたっては「各

二次医療圏における年齢階級別の質問該

当者数」を必要とした。このため、非常

に人口規模の小さい地域で、該当者が少

なくなるような事例（例：非常に人口の

少ない二次医療圏における高齢女性の喫

煙者、など）では、受診者の特定可能性

を避ける目的で定められた「10 未満の数

値はマスクしなければならない」という

NDB の公表基準に照らして、生の数値

が使用できない個所があった。その結果

として、令和元年度研究では、Z 値を導

き出せない二次医療圏がいくつか発生し

た。この点、「標準化該当比」の算出で

は「各二次医療圏における年齢階級別の

質問該当者数」が必要なく、結果的にす

べての二次医療圏に対して指標を提示す

ることが可能となった。この点も、今回

指標として提示した「標準化該当比」を

NDB データ分析時に採用するにあたっ

ての、ひとつのメリットになり得ると考

えられる。 

今回採用した標準化該当比のグラフは

視認性の高い指標であり、多くの人にと

って自分たちの地域の健康指標の動向を

把握することに役立つことが期待され

る。一方、単年度で対都道府県、対全国

のこれらの指標が大きく変化するとは考

えにくい。そのためにも、人々の行動変

容に繋げられるような保健医療事業の展

開をただ進めていくだけでなく、その成

果を今回導いた標準化該当比などの指標

を継続的に用いて評価することが、人々

の生活習慣改善意欲の向上にとって必要

なステップとなってこよう。今回は厚労

科研の一環として指標の作成を行った

が、今後 NDB を用いたこうした健康指

標が継続的に集計され関係者間に迅速か

つわかりやすく共有される体制を確保す

ることが、地域・職域連携の更なる推進

において益々重要な課題になってくるも

のと思われる。 
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E. 結論 

NDB 特定健診データを用いて、複数

の質問項目に対し、2014 年度及び 2015

年度分データから対都道府県、及び対全

国の二次医療圏単位の標準化該当比を導

出することができた。同一都道府県内に

おいても、二次医療圏ごとに標準化該当

比に大きな幅がみられる結果となった。

また、標準化該当比を対全国で算定する

と、都道府県内での比較のみならず全国

的に見た相対的な健康指標の実現水準を

知ることができるなど、NDB 特定健診

データから標準化該当比を活用して二次

医療圏別の健康状況に関する指標を導出

することが可能であることが示された。 
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1) 加藤源太、植嶋大晃、シンポジウム 
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2014 年度（平成 26 年度） 質問 8「現在、たばこを習慣に吸っている」  
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2015 年度（平成 27 年度） 質問 8「現在、たばこを習慣に吸っている」 
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2014 年度（平成 26 年度） 質問 9「20 歳の時から 10kg 増加している」 
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2015 年度（平成 27 年度） 質問 9「20 歳の時から 10kg 増加している」 
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2014 年度（平成 26 年度） 質問 10「1 回 30 分以上の運動を週 2、1 年以上行っている」 
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2015 年度（平成 27 年度） 質問 10「1 回 30 分以上の運動を週 2、1 年以上行っている」 
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2014 年度（平成 26 年度） 質問 11「歩行又は同等の運動を 1 日 1 時間以上実施」 
 

 



198 
 

  



199 
 

 



200 
 

 



201 
 

 



202 
 

 



203 
 

 



204 
 

 



205 
 

 



206 
 

 



207 
 

 



208 
 

 



209 
 

 



210 
 

 



211 
 

 



212 
 

 



213 
 

 



214 
 

 



215 
 

 



216 
 

 



217 
 

 



218 
 

 



219 
 

 



220 
 

 
  



221 
 

2015 年度（平成 27 年度） 質問 11「歩行又は同等の運動を 1 日 1 時間以上実施」 
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2014 年度（平成 26 年度） 質問 12「ほぼ同じ年齢の同性と比較し歩くのが早い」 
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2015 年度（平成 27 年度） 質問 12「ほぼ同じ年齢の同性と比較し歩くのが早い」 
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